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Ｂ） 経営事項審査に技術向上の取組状況が追加
◆令和３年４月より、経営事項審査において、「知識及び技術又は技能の向上に関する
取組の状況」（Ｗ１０）が新たに追加になり、当該建設業者に属する技術者１人あたり
が１年間に取得したＣＰＤの単位により評価されます。

【会社のメリット】
★技術検定等の資格を有する技術者の受講人数が多いほど経審に加点されます。


